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平成 25 年度 第１回 文化財保護審議会（議事録） 

 

開 催 日  平成 25 年８月 27 日（火）  

会    場  ホテル信濃路  

 

１ 開会 

○柳沢課長補佐兼文化財係長  

ただいまから、平成 25 年度第１回長野県文化財保護審議会を開会い  

たします。私、本日全体の進行を務めさせていただきます文化財・生涯

学習課文化財係長の柳沢秀信でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。はじめに、長野県教育委員会  伊藤学司教育長からご挨拶を  

申し上げます。  

 

２ 伊藤教育長挨拶  

皆様おはようございます。県の教育長の伊藤学司でございます。  

今年度第１回の文化財保護審議会の開会に当たりまして、一言ご挨拶

申し上げます。  

委員の皆様方におかれましては、日頃から本県の文化財保護行政につ

きまして、格別のご支援またご指導ご協力をいただいておりますことに

対し、心より御礼申し上げます。また、審議会開催に当たりましては、

日程調整に大変ご迷惑をおかけしているところではございますが、委員

の皆様には本日お忙しい中、ご出席を賜りましたことを重ねて感謝申し

上げます。  

さて、文化財保護行政を進めております県教育委員会といたしまして

は、地域の文化的・歴史的資産の確实な継承を図るために、委員の皆様

のご支援をいただきながら、文化財の指定、さらには文化財の整備   

活用・修理等の支援を進めているところでございます。  

文化財に対する県の補助金につきましては、たいへん厳しい財政状況

の中、年々減尐する傾向にございましたが、県民の宝である貴重な文化

財の保護はもとより、観光振興また地域振興としての活用というような

ことも視野に大幅な制度の改正を行いまして、今年度においては予算の

増額が認められたところでございます。またそれに伴いまして、今年度

から文化財の活用を一層進める方策といたしまして、補助事業者に  

「文化財情報発信・活用事業」にぜひ取り組んでいただきたいとしてお

るところでございます。その一端を紹介させていただきますと、塩尻市

の「小野家住宅」では保存修理工事を記録したメモリアル写真集の作成

をする、小布施町の「浄光寺薬師堂」では郷土の歴史学習会の開催をす
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る、「諏訪大社上社本宮」では修理見学会の实施をする、白馬村の    

「青鬼伝統的建造物保存地区」では文化財チラシの作成などが計画され

ているところでございます。こうした情報発信を通しまして、地域の  

文化財の価値というものを地域の方々にも正しく理解していただくこ

とによって、地域に対する誇りや愛着をもち、これからの地域づくりの  

気運、また文化財の適切な保存といったものを高めるきっかけとなるこ

とを期待しております。  

昨年度より新たに指定されました文化財について概要を申し上げま

すと、国関係では松本市の「牛伏川本流水路」をはじめ４件が重要文化

財に指定され、「旧飯田測候所庁舎」など 10 件が登録有形文化財となり

ました。また、県関係では、南木曽町の「園原家住宅」をはじめ５件を

県宝等に指定させていただきました。以上によりまして、県内における

国・県の文化財指定の件数は、平成 25 年６月 21 日現在で 1,192 件とな

っているところでございます。  

前回の審議会におきまして井原会長より、審議会の役割として指定後

の状況確認調査をきちんと行い、その劣化に対しては適切な修理をし、

そして県民に提供していくことが重要であるとのご指摘を受けました。

今後、指定した文化財の保存と活用につきまして、より一層力を入れて

いきたいと考えているところでございます。  

さて本日は、県宝への指定につきまして、前回諮問させていただきま

した大桑村の定勝寺所蔵の「絹本著色補陀落山聖境図」の答申に向けて

のご審議をお願いいたしております。また、新たな県宝等の指定及び  

指定解除に向けまして、千曲市の「松田家斎館」、松本市の「東北山の   

千本松」の諮問を予定しております。  

審議会、各部会と長時間に及ぶ日程でございますが、どうぞ宜しく  

ご審議いただきますようお願い申し上げ、私からのご挨拶とさせていた

だきます。  

 

３ 井原会長挨拶  

○柳沢課長補佐兼文化財係長  

 続きまして、長野県文化財保護審議会の井原会長さんから、ご挨拶を

お願いいたします。  

 

 ○井原会長  

こんにちは。ご苦労様です。私の方からは２点ご報告、ご挨拶をさせ

ていただきます。  

１点目は、前回の審議会で決議いただきました恒川遺跡群の保存要請
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の決議につきまして、委員の皆様の総意で決議していただいたわけです

が、それにつきましては教育長の方から当該部局、ＪＲの方へ申請が出

されました。その結果、報道によりますと恒川遺跡群を避けて計画が   

推進されそうだということで、９月には正式決定を見るようでございま

す。どうもありがとうございます。  

第２点目でございますが、これは 2000 年代に入りまして、文化財保護

行政の転換点に今ちょうど来ているのではないかということを、考えて

いただきたいということをお願いしたいと思います。それはもう皆様も  

ご承知のとおりですが、バブルがはじけて国も県も企業もどこも借金財

政になって財政規模が縮小する、かつては開発第一主義であって開発優

先できましたので、「保護行政をいかに確保するか」これが私たち文化財

保護審議会の一番の主要なテーマでございました。ところが、2000 年代

に入りますとほとんどもう開発に伴う行政発掘も減尐してきております。

全体的に文化財保護行政に関する予算も縮小せざるを得なくなりまして、

人的資源も大きく変化してまいりました。70 年代・80 年代に行政発掘が

多かったころ採用されました専門職の担当者が今ちょうど離任の時期と

なり、人員的にも転換期に来ております。そのために、今までは市町村

に任せておけば文化財保護行政や届出等大きなトラブルはなかったわけ

ですけれど、なかなかそういう体制も整わなくなってきております。  

そういうなかで、これから今までの指定した文化財を守り、さらに   

新しい文化財を発掘し、指定し、それを活用に活かしていくということ

がこれから私たちの課題になっております。そういう時は、限られた   

予算と限られた人員の中で、選択と集中で有機的に予算・人員の能力を

活用しながら、文化財の活用と保護を二足のわらじで並行してやらざる

を得ない時代に入ってきているのだと思います。そういう意味で文化財

保護審議会の方でも、地域を集中しながら進めていくことが、必要なの

ではないかと思います。特に先程から出ております、長野県の場合はリ

ニアや、新幹線の延伸問題が県民の主要な関心になっています。文化財

をどのように保存し活用していくのか、観光とどう両立させて活用と  

保護をどう二足のわらじで調整していくのかが重要となってきておりま

す。改めて、私たちが今までの指定済みの文化財も新しい目で位置付け

直し、活用と保護のための予算もきちんと獲得していくことが必要とな

ってきていると思います。委員の皆様、事務局が一緒になって、頑張っ

て新しい転換期に対応していきたいと思います。よろしくお願いします。 

本日の議事も指定解除等ございましてお世話になりますが、よろしく

ご協力お願いいたします。  
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４ 会議について  

○柳沢課長補佐兼文化財係長  

ありがとうございました。本日の委員の出席状況について申し上げま

す。審議会委員 15 名中 13 名の委員の皆様にご出席をいただいておりま

す。従いまして、長野県文化財保護条例第 42 条第２項によりまして、   

委員の過半数の出席をいただいておりますので、本会が成立することを

ご報告いたします。  

次に審議に入ります前に、あらかじめお手元に配布してございます  

資料のご確認をお願いいたします。本日お手元に配布してございます  

資料は、４種類ございます。ひとつは、Ａ４の１枚の紙になっておりま

す文化財保護審議会次第・日程でございます。２つ目は、中ほどに   

「審議会審議資料」と大きく書かれております左とじの資料でございま

す。３つ目は、同じように中ほどに「部会資料」と大きく書かれており

ます資料でございます。そして最後４つ目は、「指定候補物件一覧」と   

記載してある資料でございます。以上４点でございます。配布漏れ等は

ないでしょうか。よろしいでしょうか。  

それでは、議事に移らせていただきます。会議の議長につきましては、

長野県文化財保護条例第 42 条第１項により会長が議長となる旨規定さ

れておりますので、議事の進行につきましては井原会長さんにお願いい

たします。  

 

○井原会長  

それでは規定に従いまして、私が議長を務めさせて頂きます。議事が

円滑に進みますよう、委員各位のご協力をお願いいたします。  

初めに、本日の議事録署名委員を指名いたします。吉田委員さん、   

大窪委員さんにお願いします。  

次に、審議会の傍聴者による会議の撮影、録音について、事前に皆様

にお諮りしたうえで認めてきたところです。本日も従来と同様に、部会

及び全体会を除きましてこれを許可したいと思いますが、ご異議ござい

ませんか。  

 

 ○審議委員  

【異議なし】 

 

○井原会長  

ご異議がありませんので、部会及び全体会を除きまして傍聴者による

会議の撮影及び録音について、これを許可します。  
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５ 諮問文化財の審議  

○井原会長  

本日は指定解除の案件がございますので、先に諮問を受けたいと思い

ます。  

 

《教育長から井原会長に諮問書の手交》  

 

○井原会長  

それでは、事務局から諮問書の説明をお願いします。 

 

○小野文化財・生涯学習課長  

この４月から、文化財・生涯学習課の課長を務めております小野光尚

でございます。よろしくお願いいたします。  

それでは、諮問書の概要につきましてご説明させていただきます。  

内容は、長野県宝の指定及び県天然記念物の指定解除の２件でございま

す。 

まず、長野県宝の指定を諮問いたしますのは、千曲市にございます  

「松田家斎館」１棟でございます。審議会資料の６ページをお開きいた

だきたいと思います。所在地及び所有者はご覧の通りです。８ページに

は位置図、９ページに写真を掲載しておりますので、あわせてご覧いた

だきたいと思います。  

斎館につきましては、すでに県宝に指定されております「松田家住宅

主屋」に接続されており、神官職が行う宗教儀礼と密接に関わっている

建造物でございまして、県内屈指の屋敷構えを持つ神官の住宅の一部と

して歴史的に貴重なものでございます。また、18 世紀後半以降に屋敷構え

が充实することから、我が国の近世から近代にかけての宗教政策の変化

が建築に与えた影響を示すものとして、学術上も注目すべき重要な建造物

でございます。  

長野県宝等の指定基準の建造物の項に照らしまして、「歴史上重要な

もの」及び「学術上重要なもの」に相当する文化財としてお諮りするも

のでございます。  

続きまして、長野県天然記念物の指定解除を諮問いたしますのは、  

松本市旧四賀村にございます「東北山の千本松」です。審議会資料の   

10 ページをご覧ください。所在地及び所有者は、ご覧の通りです。    

12 ページには位置図、13 ページに写真を掲載しておりますので、あわせ

てご覧いただきたいと思います。  

「東北山の千本松」につきましては、県天然記念物に指定されました
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平成 17 年当時、幹周囲は地上 80 センチで 5.2 メートル、樹高は約 28

メートルとの記録がございまして、単木としましては県内外の類例中で

樹形・樹勢とも最も優れていると評価されました。  

平成 25 年４月に地域住民から県教委に「木に元気がない」と相談が

寄せられ、平成 25 年４月９日に状況を確認したところ、マツノザイセン

チュウの感染が強く疑われ、サンプル検査を实施したところ陽性と  

判定されました。松枯れの仕組みから回復が見込めないということ、   

また周囲への感染防止・拡大防止のため、関係者が協議し、必要な手続

きを踏まえ平成 25 年６月２日に伐倒燻蒸の処置を行ったところでござ

います。これによりまして樹姿の特色をはじめとする県天然記念物とし

ましての全ての指定要件が失われましたので、指定の解除についてお諮

りするものでございます。  

以上、２件につきまして諮問させていただきます。ご審議のほど、  

よろしくお願いいたします。  

 

○井原会長  

以上２件が新たに諮問されました。  

「松田家斎館」の提案理由につきまして、質疑等ございましたら発言よ

ろしくお願いします。よろしいですか。  

 

○井原会長  

  では私の方から１点。６ページの３行目のところに、「近世には神官  

松田家と別当神宮寺」とございますが、これは、今の松田家は確かに  

近世に入って静岡から養子を迎えて松田家の名跡を継ぐのですが、近年、

文化庁の調査と千曲市の正式な松田家の「大頭祭」の報告書が出ました。

そこで松田家は、文禄３年から仁科松田としてずっと名跡が続いている

という報告になっておりますので、文禄３年、織豊期からは、松田家が

神官であったということがわかってきました。この部分がおそらく変わ

ってくると思いますので、そこだけご留意いただきたいと思います。  

 

○井原会長  

  他に何かありましたらお願いします。吉田委員どうぞ。  

 

○吉田委員  

  斎館の価値として、下から３行目に「寛政の改革以降の、神官の地位

が向上」と書かれていて、そして「屋敷構えが充实する」ということで

すが、その関連につきまして具体的にどのような根拠があるのか確認を
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したいです。もちろん十分に価値のあるものだということを前提に話を

しているのですが、建物が建てられたのが 19世紀の前期であるというこ

とで、この建物を建てるにあたって、何らかの神官の位置づけの変化が

反映しているという説明になるのかと思うのですが、どのような具体的

な根拠でそのような説明がなされているのか、教えていただけますでし

ょうか。史料としていろいろな古文書もおありになるようですので、な

んらかのそのような調査もされているのかについてお聞きしたいと思

います。  

 

○井原会長  

  担当の土本委員、お願いします。  

 

○土本委員  

  私は建物が専門ですので、厳密な歴史的なことについては十分なお答

えはしかねるのですが、弘化 4年に災害をうけて建物が傾いたというこ

となのですが、それ以前からの宗教的な営みと、地元での住居と併せ持

って地震前から屋敷構えが整っていっただろうという理解です。それを

裏付ける古文書、絵図はすぐに提供できないのですけれど、そのような

理解です。  

 

○井原会長  

  県の諮問候補として挙がってくると思うのですが、松田家文書という

ものがございます。真田家の松平家と直結した八幡宮の宮司家となった

ため、文書群の中に、寛政の「内裏の修理図」がこのお宅にございまし

て、その関連資料が出てきております。その時期から、神事優先、仏事

排斥の動きが出始め、出雲の神官とのつながり、それから京都の国学者

とのやり取りの文書がぐんと増えます。その中に幕末、明治維新の直前

の弘化年間からどんどん神仏分離の動きが出てくる資料が、発見されて

おります。それと建築とがうまく合うということで、注目すべきではな

いかということで、後藤先生たちの調査が併せて進みました。よろしい

でしょうか。  

 

○井原会長  

  では他にはございませんか。それでは、諮問されました松田家斎館に

つきましては、今後担当委員による調査を实施しまして次回以降の審議

会において審議していただくことといたします。  
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○井原会長  

  次に「東北山の千本松」の提案理由につきまして、質疑等ございまし

たら、ご発言お願いします。  

 

○小野委員  

 直接この物件に係ることではないのですが、マツノザイセンチュウで

やられたということなのですけれど、マツノザイセンチュウの対策とい

うものはシステマチックに行われているのでしょうか。  

 

○小野文化財・生涯学習課長  

  一般的に県の林務部のほうで対応をしているのですけれども、だいぶ

昔からの話ですので、樹幹注入ですとか、昔は空中散布、今はなかなか

同意が得られないものですから、非常に難しいのですが、そういうこと

をやってきております。ただ、補助などで林務部がやっておりますのは

森林保護に指定されている部分だけですので、たまたまこの部分は指定

されておりませんでした。旧四賀村についても、生坂ですとか安曇野市

の結構幅広い範囲で实際松枯れが出ております。対策についても、ご存

知のように旧四賀村は松茸が有名なものですので、この木のところにつ

いてはできませんでしたけれど、同意を得まして空中散布を一部实施し

たということでございます。  

 

○井原会長  

  他にございますか。それでは長野県天然記念物「東北山の千本松」の   

指定解除の案件につきましては、本日の審議をもちまして答申したいと   

思いますがいかがでしょうか。これにご異議ございませんか。  

 

○審議会委員  

【異議なし】  

 

○井原会長  

  ご異議ございませんので、名勝・天然記念物部会で検討をしていただ

き、午後の審議会におきまして審議を行いたいと思います。  

 ではここでいったん休憩とさせていただき、部会・全体会の方に移らせ

ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  

 

【一時休憩】 
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６ 答申文化財の審議  

○井原会長  

定刻になりましたので、審議会を再開させていただきます。それでは

本審議会に諮問されました案件についての審議に移らせていただきたい

と思います。  

はじめに、「絹本著色補陀落山聖境図」につきましてご審議お願いしま

す。この案件につきましては矢島委員さんから説明をお願いします。  

 

○矢島委員  

  よろしくお願いいたします。審議会資料の 16ページから調査票が載っ

ております。いくつかミスプリント等ございますのでご訂正をいただき

たいと思います。そもそも表題の「物件」の字が違っております。16ペ

ージの一番下の行の「  」の中につきまして、絵画中の文字をいれたも

のですが、パソコンで出なかった字が直っておりません。そちらに関し

ましては23ページの方に部分図が載っております。その右のところに漢

字が表記されておりますので、そこを写していただければと思います。

その他、今日の部会の方で、私が書きました調査票の中で「实景図」と

いう言葉を用いましたが、尐し慎重であるべきだというご意見をいただ

きましたので、「实景に基づいた図」というように直していただければ

と思います。  

  それではこちらの図を参照しつつ、調査票に従って説明させていただ

きます。中国の絵です。中国の絵が長野県宝に指定されるということに

ちょっと違和感をお持ちの方もいらっしゃるかと思うのですけれども、

18ページの「指定理由及び根拠」のところ「絵画彫刻  オ、渡来品で特

に意義のあるもの」という項目がございます。これに該当するというこ

とでございます。国の文化財指定におきまして、中国の絵画がたくさん

指定されているのもそのような理由によるものであろうと思います。特

に意義がある、歴史的意義があるということが強調される物件だと思い

ます。  

22ページに全体の図、23ページにそこの 部分図がありますけれども、

ちょっとわかりにくいのですが、周りに波が確認できるかと思います。

大きな海の中に浮かんでいる島の絵ということです。そこにいくつか短

冊状といいますか、赤い線で縁取られた枞がありまして、そこにたくさ

んの地名が書かれている、地図に近い性格を持った絵画です。どこを描

いたものかと申しますと、最初の方に説明しましたけれど、中国に寧波

という歴史的に重要な役割を果たした港町がございまして、その沖合で、
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観音の聖地として知られる島がございます。その島を霊場として描いた

絵ということです。  

いくつかポイントになる地名がありますが、まず先程の 23ページの  

一番左端のところ「西至慶元路昌國州沈家門」ということが書いてござ

います。この「慶元路昌國州」というのが寧波の古い地名でございまし

て、説明を書きましたけれど、 17ページのちょうど中ごろのあたりのと

ころにもその辺の説明が書いてありますけれど、 1277年に「慶元路」と

いう名前がつけられておりまして、「昌國」というのも1278年に県から州

になり、1369年に県に服したという歴史的事实がございます。従いまし

て、この図に描かれております「慶元路昌國州」という地名というのが、

1278年から 1369年の間の地名ということになります。おそらく絵画の様

式からも、このあたりの制作とみて間違いないと思います。中国の元代

に描かれた絵ということになります。  

17ページの下の方を見ていただきますと、中国の絵画ですと、元の前

の「宋」の時代に大変優れた風景表現、山水表現というものが確立され

まして、リアリズムの観点から言っても優れた風景表現が完成している

のですけれども、そういう点から考えると素朴な表現の面はあろうかと

思います。それはたぶん地図という性格を強く持っているということに

かかわってくることです。このように实際の土地に基づいた風景画は結

構珍しいものでありまして、特に観音霊場という形で实際の土地を描い

た絵は大変珍しいものであります。本図は元の時代に「普陀山」を描い

た現在知られている唯一の作品であり、大変に貴重なものになろうかと

思います。 

 「指定の理由及び根拠」につきましては、調査票を尐し読ませていただ

きたいと思います。「鎌倉時代から室町時代にかけては日本の禅宗の興

隆期であり、中国へ留学する禅僧が多かったが、寧波（慶元路）はその

際の主要な受け入れ口であった。また、本図が描かれたと推定される元

代は、モンゴルによって中国全土が支配された漢民族にとって受難の時

代であり、その難を逃れて日本に来朝した禅僧も多かった。鎌倉時代後

期の正安元年（1299年）に来朝した「一山一寧」などはその代表である

が、彼はその直前までまさに本図中央に描かれている宝陀寺の住職を  

務めていたという。寧波はそのような海上交通の拠点であると同時に、

普陀山をはじめ阿育王山広利寺や天童寺などの著名な仏教の聖地に  

取り巻かれていたため、南宋から元代にかけて、羅漢図や十王図などを  

量産する工房が存在した。そこで制作された寧波仏画と呼ばれる仏画類

は日本などにも輸出され、国内に相当数が残されている。本図は必ずし

も第一級の中国絵画とはいえないが、そうした当時の日中間の文化交流
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の状況を考えるとき、当時の普陀山を描いた本図の歴史資料としての重

要性が見えてくる。」 

本図の裏面に修理銘がございまして、そちらに天正４年（1576年）の

時点で、年久しく定勝寺に伝来してきたことが書かれております。伝来

に関しましてはこの記述によるところ以外はないのですけれど、寧波で

描かれた仏画が海を渡って京都までやってきて、それが木曽谷の定勝寺

まで伝えられたと推測されるわけです。そんな点から考えましても、 

大変に歴史的に価値の高い絵画であろうと考えられます。  

最後のところを読ませていただきます。「本図は元時代の普陀山を描

いた貴重な实景に基づいた図であり、そのこと自体評価されるべきであ

るが、それがはるばる海を越えて日本へもたらされ木曽谷の禅寺に伝来

したという事实は、日中の文化交流史を考える上で、さらには長野県下

への文化の浸透という問題を考える上で、極めて重い意味を持つであろ

う。」そのように大変重要なものだと思います。以上でございます。  

 

○井原会長  

  ありがとうございました。それでは正式な答申ですので、文面の確認

をもう一度していただきたいと思います。まず 16ページの物権の「権」

を「件」に直してください。一番下のところ、「東至」の次に「躭」を

入れてもらう。そして、「日本國」の「國」を入れてもらう。それから

18ページの上から２行目、「本図は实際の景観に基づく山水画であり」

の次の「实景図」を取ってください。それから５行目の「实景図」を「实

景に基づいた図」にしてください。それと 18ページの下から３行目の「向

えて」を「迎えて」に変える。それと 19ページ上から６行目、「本図は

元代の普陀山を描いた貴重な实景図」を「实景に基づいた図」としてく

ださい。それから22ページの上のところのふり仮名も、「せいきょうず」

を「しょうきょうず」に直してください。 23ページの上も同じです。そ

の下の振り仮名ですが、「ちんけもん」を「ちんかもん」に直してくだ

さい。それを直した形でご審議をお願いします。  

質問や意見のおありの委員の先生方、よろしくお願いいたします  

 

○井原会長  

  これは有形部会でも出ましたが、長野県が海のない県でいながら、こ

ういう寧波の日中交流を示すものが出てくるということですが、ちょう

ど室町時代、伊那谷には守護の小笠原氏がおりまして、多くの官寺が「五

山十刹諸山甲刹」に指定されて、伊那谷は十刹の官寺の指定の寺院がも

のすごく多いところでございます。しかも、知久氏の出身者が禅寺・禅
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宗の禅僧として入り、飯田出身の「天与清啓」や甥の「古川清勤」など

の禅僧が遣明正使に任命されたのです。一番有名なのが「天与清啓」で

ございますが、応仁２年、応仁の乱の時に中国に渡りました。そのまま

普通は京都で出世をするのですが、この方は向こうでの事件を起こした

責任をとって「法全寺」という所に帰るのです。今でも飯田に「法全寺

村」という名前が残っております。ほとんど調査は行われておりません。

しかし、近年の日中交流史の研究や「寧波展」などの展示が行われ調査

が進展して、今回の発見から指定になったというものです。これ以外に

も何点かあるそうなので、今後これらについての調査が進みますと、  

長野県関係の海外交流を見るうえでの非常にいい先駆的な資料になる

と思います。従いまして、長野県の場合、近代に入りましても、満州の

場合もそうですしブラジルの場合もそうですし、長野県が一番先頭に海

外への流出が多いということでございます。それはなぜかと申しますと、

北に善光寺がございまして、善光寺も朝鮮貿易の一番の中心地となりま

す。そうゆう関連でございますので、鎌倉を介して新潟までの直通ルー

トの中心となっている歴史的経緯がございます。長野県の方々はあまり

そういうことを重視しませんので、今後こういう指定物件と通じて、そ

ういう新しい文化遺産についての活用、教育活動が進んでいただくこと

を念願しております。  

 

○井原会長  

  他にご意見ございましたらお願いします。  

それでは、ご意見ないようですので、本件を長野県宝に指定することが

適当である旨、答申したいと思います。これにご異議ございませんか。  

 

○委員  

【異議なし】  

 

○井原会長  

それでは、長野県宝に指定することが適当である旨、答申することに 

決定します。  

 

○井原会長  

続きまして、指定解除でございますが「東北山の千本松」について、  

ご審議をお願いします。この案件につきましては、亀山委員さんから説

明をお願いいたします。  
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○亀山委員  

  資料でございますが、審議会資料の 11ページのところ、本来は答申  

予定文化財の方の16ページ以降に入るのですが、11ページに入れられて

おりますので、これをもとに説明させていただきます。  

 長野県天然記念物の指定解除物件調査票でございます。これにつきまし  

ては、今朝ほどの審議会で諮問されたもので、諮問即答申という形にな

るのですが、答申させていただくことになります。  

天然記念物で松本市にあります旧四賀村ですが、「東北山の千本松」と

いう松でございます。 13ページのところに写真が載っております。根元

からずっとたくさん枝分かれした赤松なのです。これを指定したのは新

しく、平成 17年の９月に指定したものであります。  

今年の４月に地域住民から県教委に「元気がないように見える」との

相談が寄せられまして、４月９日に県教委・松本市教委とともに状況確

認をした時点で、マツノザイセンチュウの感染が強く疑われたために、   

サンプル検査を行いました。その結果、陽性と判定されました。マツノ

ザイセンチュウに感染されますと、これはもう防ぎようがなく、回復の

見込みもございませんので、むしろ周辺に感染が拡大するということも

恐れられるものですから、その防止のためもございまして、関係者と協

議をして必要な手続きを踏まえて平成 25年６月２日に「伐倒燻蒸」の   

処置を行いました。「伐倒」というのは切り離して、「燻蒸」というのは

マツノザイセンチュウの被害が広がらないようにビニールで包んで薬剤

処理をしてマツノザイセンチュウを殺すという処置なのですが、これを

行いました。  

指定解除の理由及び根拠でございますが、指定基準は長野県天然記念

物指定基準、「植物、大木・名木・奇形木」で指定が平成 17年９月26日で

す。マツノザイセンチュウの感染による枯死に伴う「伐倒燻蒸」の処置

で文化財としての価値が滅失したということでございます。調査者は県

の指導主事の遠藤さんで、私も文書等により確認させていただいており

ます。  

 

○井原会長  

  ありがとうございました。ただいまの件の説明につきまして、質疑等

がございましたら、お願いいたします。  
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○井原会長  

よろしいですか。それでは、本件の長野県天然記念物の指定を解除す

ることが適当である旨、答申したいと思います。これにご異議ございま

せんか。  

 

○委員  

【異議なし】  

 

○井原会長  

それでは、長野県天然記念物を解除することが適当である旨、答申す

ることに決定いたします。  

 

○井原会長  

事務局から各委員に答申書（案）を配布してください。  

 

（事務局で答申書を配布）  

 

ただ今配布されました答申書について、ご覧いただきまして、字句の 

訂正も含め、何かご意見ございますか。  

 

○矢島委員  

 「補陀洛」の「洛」は「落」と２種類ございまして、どちらでもよかっ

たのですが、箱書きに「落」の方が使われておりますので、調査票の方

は「落」を使わせていただきました。  

 

○井原会長  

  答申物件の方は「洛」を用いているのですね。２種類あるのですね、   

どちらにしますか。事務局の方での確認いいですか。  

 

○柳沢課長補佐兼文化財係長  

 「洛」という字を「落」という字に変えて、ということですね。そのよ 

うに統一をさせていただき、修正しまして答申という形で対応させてい

ただきたいと思います。 
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○井原会長  

  確認させていただきます。お手元の資料の「補陀洛山」の「洛」に草

冠を入れていただきまして、「落」という字で正式答申ということでよ

ろしいでしょうか。  

 

○委員   

【異議なし】  

 

○井原会長  

異議なしと認めます。ではその形で答申の方をお願いしたいと思いま

す。では直した形で答申書の交付をさせていただきます。お願いします。  

 

【答申書手交】 

下記の答申書について、長野県宝に指定することについて答申をいた

します。  

長野県文化財保護審議会  会長 井原今朝男  

長野県教育委員会様  

 

《井原会長より小野文化財・生涯学習課長に手交》  

 

○井原会長  

次にその他といたしまして、委員各位より何かございましたらお願い

します。事務局からも合わせてお願いします。  

 

○熊田委員  

先ほどの「東北山の千本松」の件ですが、他県で県指定の天然記念物

の「大杉」が大風で倒れて指定解除になりました際、その木の子孫の苗

を取りおき、切り株を保存した例があります。立派な切り株を切るだけ

では痛ましく心残りに思えまして、その辺のところ爾後にどのように対

応される方針かお伺いしたいと思います。  

 

○遠藤指導主事  

天然記念物を担当しております遠藤でございます。先程答申のご説明

の中にもございましたが、６月２日の時点で伐倒燻蒸の作業を始めたわ

けですが、实は地元で大変この松に愛着を持って下さっている皆様もい

らっしゃいまして、实は私が調査にまいりました時に、实生の後継樹を

十数本確認できました。中には樹形から、親と同じ形に育ってくれるの
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ではないかと期待されるものもございました。この６月２日にはお別れ

イベントを開催して地元の皆様にも集まっていただいたのですが、その

折に後継樹として、質のよさそうなものを何本か地元の小学校に移植さ

せていただきました。どのように育つかまだ分からない状態ではあるの

ですが、そんなことをやっております。また「切り株」の方ですけれど

も、蒸処理をきちんとやれば、周囲の感染元となることはないというこ

とで、保存ができる形で伐倒燻蒸処置をおこないましたので、今後そこ

をどのように利用していくかはまだ確定しておりませんが、使える状態

のまま保存いたしました。以上です。  

 

○井原会長  

  ありがとうございました。他にはございませんか。  

 

○小野委員  

  今のことに関係するのですけれども、今は松一本ですが例えば松並木

ですとか、午前中に課長さんの方から説明がありましたが、薬剤の散布

とかに関しましては森林単位でやっているけれども、文化財単位ではな

いということなのです。指定した時のへのモニタリング、そうしたとき

にある程度群単位でなっているものに関しては、何か特別に措置をして

いかないと、例えば松並木であっても、マツノザイセンチュウにちょっ

とやられて、ぱっと広がれば、これ一本で全部ということになってしま

うと非常にまずいので、何か方策はないのか、方策を講じていただけた

ら幸いだと思います。 

 

○井原会長  

  事務局、ございましたらお願いします。  

 

○遠藤指導主事  

  笠取峠の松並木、中山道の道形も含めて残っている非常に良好な松並

木でございますが、これにつきましては、一昨年までに保存管理計画の

策定が完了しておりまして、その中で現状変更等の許可不要行為を適切

に位置づけることを通して、マツノザイセンチュウの被害が発生した時

に機動的に対応できる状態をすでに作ってあります。マツノザイセンチ

ュウについては感染の機序は明らかですので、感染した樹木を放置して

おかなければ無制限にどんどん拡大していくものではありません。一方

で樹幹注入の場合は、古木に対して行うとかえって薬害が発生するよう

なケースもございまして、直接的にそういうディフェンスができないと
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いう課題を抱えながら、今、町の皆さんと一緒になって、まず周辺のと

にかく被害木を尐しでも減らしていこうというようなことを進め始め

ているところでございます。またそういった事業の中で具体的に費用の

発生するものについては、県からの補助金等でやっていただくこともで

きるような仕組みになっているところでございます。  

 

○井原会長  

  今小野委員からご指摘がありましたのは、植物類だけでなく動物もそ

の他いろいろありまして、史跡の方でも保存に関しましては、保存管理

計画をそれぞれ作ることになっているのですが、すべての指定物件につ

いて保存管理計画ができているところには至っていないですね。今、  

長野県の場合は何パーセントですか。集計はありますか。してないです

ね。それも心配の一つで、指定物件についても委員さんの方で計画的に

現状確認をしていただいて、新しい価値を見出していただくことも必要

となってくるのです。文化財の重要性を県民に考えてもらうためには、

やはり文化財を活用されながら保存するということなしには進まない。

ですから今県の行政の中で、観光ルートの選定が、北信・南信・東信と

続いているようですが、その中に文化財も加味してもらっているわけで

す。そうですので、そういうものの中に利用してもらう際に、保存管理

計画だとか活用していただくための保護措置がどうしても必要となる

わけです。そういった検討と併せて、文化財保護費も準備してもらわな

ければいけませんし、管理保護計画も整備していかなければいけないと

いう問題もございますので、そういう部分にも文化財保護委審議会の 

先生方のお知恵も是非貸していただいて、これから有効活用できるよう

に、有効な保存措置ができるようにお願いしたいと思います。  

 

○井原委員  

  他になにかございませんか。  

 

○亀山委員  

  部会でも話をしたのですが、部会資料の最後のページに、立科町出身

の教育者・鉱物学者でもあります「保科五無斎」が作った岩石標本があ

るのですね。これが高等学校の方で標本として残されているのですが、

これを文化財として指定し活用することはできないだろうかというこ

とを話したわけです。实は長野県内には、主として小中高校が所有して

いる標本がたくさんあるわけでして、それらをうまく保存するというこ

とと、活用するということを考える必要があるだろう。本日の審議会の



18 

 

資料の最後のページをご覧いただきますと、たまたまここに長野県天然

記念物の指定基準がございまして、植物の最後のところに「  ク  標本」

とあるのです。地質鉱物とかの標本のあと、なぜか動物の標本が入って

いないのです。  

  实は動物の剥製が非常に沢山ありますのは、旧制中学では生物の授業

は分類学しかやっておりませんので、これら標本はすごく大事ですので

たくさん持っているのです。そういうものの多くは、今死蔵されている

状態なので、この際もう尐し天然記念物の対象を広げるという考え方も

あろうかと思いますし、また動物なんかは、どこで・いつ捕まえたかと

いう記録がありますので、分類上も非常に大事な資料になるのです。  

そう考えますと、文化財として天然記念物が適切かどうかもう尐し議論

が必要なのですが、いずれにしても学校の統廃合なんかでかなりなくな

ってしまう危険性が大きいものですから、何とかこれらをうまく保存を

して、さらに積極的に活用するということを考えていったらいいのでは

ないか。部会でも議論を進めたいと思いますが、県としてこういったこ

とについてお考えいただけるとありがたいということございます。  

 

○井原会長  

  事務局で何かありますか。  

 

○柳沢課長補佐兼文化財係長  

  いただきましたご意見は研究させていただきまして、また先生方とも  

ご相談をさせていただいて、必要であれば指定基準の改正というような

ところをさせていただきたいと思います。  

 

○井原会長  

  大学所蔵の標本類につきましても、東京大学の総合博物館でも手を付

けられました。各大学でも始めたばかりですし、特に長野県の場合は蚕

糸で資金が裕福だったものですから、大正・昭和の初期のものに非常に

優秀な教材標本や学術標本が多く、海外のものの標本類も先端的なもの

が入っているそうです。ですから教育史の研究の方々はかなり長野県に

調査に入っておられます。そういった話が出たのも今回が初めてでござ

いますので、地学関係ですので名勝・天然記念物部会の方もそうですし、

郷土史教育で長野県の場合はやっているのですから歴史資料という  

意味で、有形部会でもまた尐し検討をしていただきたいと思います。 

おそらく長野県の教育資料というものを、エール大学が中心になって 

長野県にも入って調査しているのですが、長野県に対応力がないのです。
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東京大学史料編纂所や歴史民俗博物館に来ていますが、ぜひそういった

ものにまとまって対応できるような、今ご指摘のあったような活用がで

きれば素晴らしいものになると思いますので、検討を各委員も事務局も

併せてお願いします。  

 

○井原会長  

  他にございますか。よろしいですか。では事務局の方より報告事項を  

お願いします。  

 

○小野文化財・生涯学習課長  

  今資料をお配りしましたけれども、先ほど会田委員さんから全体会で  

お話がありましたし、部会でも話をしていただきましたが、小諸市和田

原遺跡群におきまして文化財保護法 93条の無届事案がございました。  

委員の皆様にはご心配ご迷惑をおかけしまして、大変申し訳ございませ

んでした。  

  概要につきましてご説明させていただきます。資料１の「事案の概要」、

資料２「事案の経過」ですが、併せてご説明させていただきます。この

件は、平成23年から24年当初にかけて起きたもので、昨今発覚したとい

うことでございます。小諸市和田原遺跡群で民間企業が開発行為、社屋

ですとか駐車場ですとか、そういうものを建てるという行為に当たりま

して、文化財保護法に基づく届出というものをどうしたらよいかという

ことを小諸市教育委員会に相談しております。その際、小諸市教育委員

会におきましては、平成14年にその現場で試掘調査をやったけれど何も

出なかったという实績があったものですから、届出の必要はないという

誤った回答をしたということでございまして、その結果、無届工事とい

うことになっております。その過程におきまして、記載にございますよ

うに県民の方からの通報というものがございます。その下の「事案の経

過」にございますように、平成 24年４月２日に、県民の方からいわゆる

保護措置の有無という照会等がございました。そこで小諸市さんの方へ

状況の確認をし、その過程でいろいろ書類の提出がありましたが、その

中で県の職員が日付を遡って工事の立ち合いを通知するということが

ございました。平成24年度の一番下から４つ目、４月12日、13日当たり

のところを見ていただくとお分かりのように、小諸市教育委員会さんは

平成23年４月13日付で届出書を提出したのですけれど、４月16日にござ

いますように、県の方では再度届出書を提出させる中で、日付を遡って

提出させました。一番下にございますように、平成24年２月６日という
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工事に着手していない前の日付で出させて、県から通知を出したという、

不適切な事務処理の事案でございます。  

発生原因につきましては、小諸市教育委員会の担当者が代わったとい

う中で、引継ぎが不十分だったという部分があったと思いますけれども、 

いわゆる試掘調査を实施したところは届出不要という誤った認識をして

いたということが１点ございます。それと不適切な事務処理につきまし

ては、小諸市、県教育委員会もそうなのですが、ここに記載はございま

せんが、基本的に担当ひとりがすべてを担当していたということで、   

小諸市さんと同じように試掘調査が行われていたという認識があった中

で、つじつま合わせではございませんけれども、書類だけ整えたという

ことになっております。  

次のページをご覧いただきたいのですが、４に「これまでの対応」と

いうところがございます。県教委の関係職員、あるいは小諸市教育委員

会さんに対して顛末書の提出を依頼したところでございます。さらに  

小諸市さんに対し、いわゆる４の（２）のアにもございますように、    

顛末書とともに、以前の試掘調査の結果を精査するでありますとか、   

現状について調査するというお話もお聞きしたものですから、それらの

報告も求めることにしたところでございます。それから４の（２）のイ

にありますように、小諸市さんにおきましては、ご迷惑をおかけしたと

いうことで、８月 12日に臨時の教育委員会協議会及び臨時の市議会全員

協議会におきまして報告をしたところでございます。  

５の再発防止策でございますけれど、（案）と書いてありますが、（１）

にありますように、市町村教育委員会への周知徹底ということで、法令

や埋蔵文化財の保護手続きについて５月の担当者会議でもその部分につ

いてはフローチャートを示す中でお話をしたところでございますけれど、

そのようなことを徹底していただくということを求めるとともに、いわ

ゆる「埋蔵文化財包蔵地」、「埋蔵文化財包蔵地における届出制度」とい

うものについて、住民の方に周知していただきたいということで、８月

21日付で文書を発送しているところでございます。  

その後でございますけれど、「研修の实施」ということで、10月に埋蔵文

化財の担当職員の研修会がございますし、また、県内４カ所で１月から

２月にかけまして文化財担当職員に対する研修会を实施しますので、そ

の際に法令及び埋蔵文化財の保護の手順の徹底を図るということをやっ

ていきたいと考えております。  

また、本日、部会におきまして、いろいろ話をお伺いしました。また

これだけではなく、委員さんのそれぞれご意見をお伺いする中で、さら
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に周知徹底、再発防止をしていきたいと思います。  誠に申し訳ござい

ませんでした。  

 

○井原会長  

 では事務局から、日程について報告をお願いします。  

 

○柳沢課長補佐兼文化財係長  

  では次回の日程をご報告申し上げます。本日受付のところで、調整の

ための用紙をご提出していただきました。それを調整いたしましたとこ

ろ、１月27日(月)であれば、お二人の委員さんはご都合が悪いというこ

となのですが、それ以外の委員さんはご都合がよろしいということです

ので、次回は１月 27日（月）で開催をしていきたいと考えております。

それで調整を進めさせていただきますので、日程の確保等よろしくお願

い申し上げます。  

 

○井原会長  

  ありがとうございました。次回１月 27日（月）ということで、各委員

の方々、予定を入れてお願いいたします。  

以上で、本日の議事はすべて終了いたしました。委員各位の御協力、  

ありがとうございました。  

 

７ 閉会 

 

○柳沢課長補佐兼文化財係長  

長時間にわたるご審議、大変ありがとうございました。  

ここで、小野文化財・生涯学習課長から御礼のご挨拶を申し上げます。 

 

○小野文化財・生涯学習課長  

本日のご審議につきまして、一言御礼のご挨拶を申し上げます。  

委員の皆様におかれましては、長時間にわたりまして熱心なご審議をい

ただき、大変ありがとうございました。本日答申をいただきました、   

「絹本著色補陀落山聖境図」、「東北山の千本松」につきまして、指定及

び指定解除に向けまして、所定の手続きを手続とってまいりたいと考え

ております。なお、指定後は、県指定文化財として適切に保存されるよ

う努めてまいる所存でございます。また本日審議会に諮問をいたしまし

た案件を担当されます委員さんにおかれましては、今後の調査等につき

ましてよろしくお願いいたします。  
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今後とも、引き続き格段のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願いいた

します。簡単ではございますが、御礼の言葉とさせていただきます。  

本日は、誠にありがとうございました。  

 

○柳沢課長補佐兼文化財係長  

以上を持ちまして、平成25年度第１回長野県文化財保護審議会を終了

させていただきます。どうもありがとうございました。  

 

 

 

 

平成25年８月27日 

 

     議事録署名委員 大窪 久美子             

  

 議事録署名委員  吉田  ゆり子            


